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　３月定例会は、３月２日から２４日までの２３日間を会期として開催された。
　今期定例会の一般質問は１２議員から通告があり、第１日目（３月２日）８議員、第２日目（３月３日）４
議員と２日間に分けて質問した。
 （一般質問概要は、１１ページから）
　議案審議は、３月３日、２４日に行われ、町長提案議案は追加議案含め３８件、議員提出案件は１７件あり、
それぞれ慎重に審議を行った。
　「議案第２１号令和５年度一般会計予算　予算・決算特別委員会審査報告　修正議決すべきものと決定」の
１件は否決された。それ以外の議案はすべて原案可決された。
　３月２４日の議長辞職の件に伴う選挙などについては下表に掲載しておりません。

3月3日原案
可決

全員賛成の議案
｢国家公務員法等の一部を改正する法律｣ および ｢地方公務員法の一部を改正する法律｣ ( ともに
令和 5 年 4 月 1 日施行 ) が公布され､ 国家公務員等の定年年齢が延長されたことを受け、町職員
についても、同様の改正を行うもの。

愛荘町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
議案第3号

議案番号 件　　　　　　名 議決結果 議決日

地方公務員法一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）が令和５年４月１日から施行されるこ
とに伴い、定年延長等に伴う関係条例の規定整備を行うもの。

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
議案第4号

町職員の給与に関する条例を令和４年１２月に改正したことを受け、町会計年度任用職員について
も同様の改正を行う。

愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議案第5号

議案第6号 県条例および県施行規則が改正され、広告物の区分を変更された。これに伴い、条例の一部を改正
するもの。

愛荘町手数料条例の一部を改正する条例

議案第7号 道路法施行令の一部改正（令和４年政令第 378 号）に伴い、令和 5 年 4 月 1 日施行の市町村にお
ける民間地価水準（固定資産税評価額）および地価に対する賃料の水準の変動等を反映したものに
見直しが行われたことから、条例の一部を改正するもの。

愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

議案第8号 健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和 5 年政令第 23 号）が令和 5 年 4 月 1 日から施
行され、出産育児一時金を 40.8 万円から 48.8 万円に引き上げることに伴い、所要の改正を行う
もの。

愛荘町国民健康保険条例の一部を改正する条例

議案第9号 令和 4 年厚生労働省令第 159 号、167 号、175 号により、家庭的保育事業者等における安全計
画の策定、懲戒権の削除、自動車運行の際の所在確認についての改正があったことから、所要の改
正を行うもの。

愛荘町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例

議案第10号 令和 4 年内閣府令第 65 号により、懲戒権に関する規定の削除についての改正があったことから、
所要の改正を行うもの。

愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例

議案第11号 令和 4 年厚生労働省令第 159 号、175 号により、放課後児童健全育成事業者における安全計画の
策定、自動車運行の際の所在確認等についての改正があったことから、所要の改正を行うもの。

愛荘町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例

令和５年３月定例会 令和５年３月定例会 

愛荘町立歴史文化博物館条例の一部を改正する条例

町道の路線の認定につき議決を求めることについて

「博物館法（昭和２６年法律第２８５号）」が令和５年４月１日から施行されることに伴い、所要の
改正を行うもの。

愛知川鵜上川 1 号線～ 3 号線、石橋五位田 3 号線、川原高畑 1 号線～ 2 号線、サンタウン 1 号線、
長野亀川原線を町道の路線に認定するもの。
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　令和５年度各特別会計予算、下水道事業会計予算は、
３月２日に上程され所管の各常任委員会に付託された。
　６日、８日、９日に開催された常任委員会でそれぞ
れ審査が行われた。総務産業建設常任委員会付託案件
については、すべて全員賛成で可決され、教育民生常
任委員会付託案件は、すべて賛成多数で可決された。
主な質疑は次のとおり。


